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CONTENTS

　平素より沖縄県信用保証協会の業務運営につきまして、格別のご理解とご支援、

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　このたび、沖縄県信用保証協会ディスクロージャー誌「Okinawa　Guarantee

Disclosure　2026」を作成いたしました。本誌を通じまして、多くの皆さまに当

協会とその業務、主な取り組み等に対するご理解を一層深めていただければ幸いに

存じます。

　令和７年度の県内景気は、コロナ禍からの正常化が進み、個人消費の持ち直しや

入域観光客の増加等による観光関連産業の復調などを背景に緩やかに拡大する動

きとなりました。令和８年度においても、本年秋に予定されている首里城正殿の完

成等による観光需要の拡大にけん引され、引き続き緩やかな拡大基調で推移するも

のと期待されております。

　しかしながら、県内中小企業を取り巻く経営環境は、人件費や仕入価格・原材料

費等の高騰、人手不足等の影響が大きく、財政基盤が脆弱で環境変化に対応が困難

な一部の中小企業は、景気が緩やかに拡大する局面においても、なお予断を許さな

い厳しい状況が続くものと考えております。

　こうした環境のなか、当協会は地域に根差す公的保証・支援機関としての責任

を果たすべく、多様化する中小企業の経営課題に対し、現状及び状況変化の早期把

握に努め、信用保証制度を通じた資金調達支援はもとより、創業、経営改善、事業

再生など、事業者の皆さまの多様なニーズに応じた経営支援の取り組みを推進して

おります。

　今後も、関係機関との連携を密にし、県内の中小企業が持続的に発展できるよう、

役職員一丸となって事業者の皆さまへの支援に尽力してまいります。

　引き続き、皆さまのご理解とご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年7月

沖縄県信用保証協会

会長 　
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信用保証協会の役割 プロフィール

昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
平成
令和
 

36 年
38年
38年
47年
51年
52年
56年
20年
4年

8月
7月
12月
5月
7月
2月
6月
4月
4月

3日
31日
26日
15日
1日
1日
10日
1日
1日

社団法人沖縄信用保証協会 設立認可
信用保証協会法制定（琉球政府第50号）
特殊法人沖縄信用保証協会に改組
本土復帰に伴い、日本国法の全面適用を受け、沖縄県信用保証協会に改組
中部支所を開設
北部・八重山連絡所を開設
宮古連絡所を開設
中部支所を中部分室に変更
中部分室及び連絡所（北部・八重山・宮古）を閉鎖し、本所へ統合
 

会長
専務理事
常務理事
理事
理事
理事
理事
理事

安慶名 均
松永 享　
當間 達巳
知念 百代
知念 覚　
當眞 淳　
島袋 健　
山城 正保

常勤 

常勤 

常勤 

非常勤　沖縄県商工労働部長

非常勤　那覇市長（沖縄県市長会）

非常勤　宜野座村長（沖縄県町村会）

非常勤　琉球銀行代表取締役頭取

非常勤　沖縄銀行代表取締役頭取

理事
理事
理事
理事
監事
監事
監事

新城 一史
喜友名 勇　
小橋川 篤夫
米須 義明
屋我 嗣治
安慶名 貢
小山 岳史

非常勤　沖縄海邦銀行代表取締役頭取

非常勤　コザ信用金庫理事長

非常勤　沖縄県中小企業団体中央会会長

非常勤　沖縄県商工会連合会会長

常勤 

非常勤　沖縄県産業振興公社事務局長

非常勤　公認会計士

設立認可

根拠法

基本財産

保証債務の最高限度

保証債務残高

利用企業数

役職員数

所在地

昭和36年8月3日

信用保証協会法（昭和28年法律第196号）

152億70百万円　
内訳
　基　　　金 89億87百万円

　　　　　　　　　　　　基金準備金 62億83百万円

基本財産の35倍（定款第7条）

件数：24,677件
金額：2,522億円

16,882企業（保証利用度38.1％）
※県内対象事業者数44,368企業
　

理事12名（非常勤9名）  監事3名（非常勤2名）  職員67名

那覇市前島3丁目1番20号

信用保証協会は、「信用保証協会法（昭和28年８月10日法律第196号）」に
基づく法人で、中小企業者が事業に必要な資金を借り入れる際、その公的な
保証人となり、企業の健全な発展を支援することを目的としています。

沖縄県信用保証協会のスローガンのご紹介

沿　革

役　員

沖縄の明日を支える皆さまと共に

沖縄の経済を支える事業者の皆さま、そこで働く従業員の皆さま、ならびに
金融機関及び支援機関の皆さまと共に歩み、時には架け橋となって、事業の
安定と成長に貢献したいという想いを込めました。

令和３年４月策定

信用保証協会事業の基本理念（信用保証理念）

信用保証協会は、
①事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対して、

②公的機関として、その将来性と経営手腕を適正に評価することにより、
　企業の信用を創造し、「信用保証」を通じて、金融の円滑化に努めるとともに、

③相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、
　中小企業の経営基盤の強化に寄与し、

④もって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献する。

中小企業者数：令和5年12月13日中小企業庁公表資料
「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者総数［民営、非一次産業、2021年］」

（令和8年3月31日現在）

（令和8年4月1日現在）
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事業概況

保証承諾・保証債務残高・代位弁済の推移（平成10年度～令和 7年度） 保証承諾金額 保証債務残高金額 代位弁済（元利）金額

令和 7年度事業概況
（単位：件、百万円）

661
6,120

代位弁済
24,677
252,216

保証債務残高
件数
金額

4,451
67,159

保証承諾

1,739

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

140

120

100

80

60

40

20

0

（単位：億円）

1,224
870 730 680

932
674 629 691 751

1,467
1,290

811 683 651 675 557 617 594 569 648 662

2,482

675 594 727 606

平成10年度 令和元年度11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ２ ３ ４ ５ ６

672

７

令和７年度業種別概況 令和７年度金融機関別概況

全国緊急保証
（H20.10～H23.3）

金融安定化特別保証
（H10.10～H13.3）

全国緊急保証
（H20.10～H23.3） 新型コロナウイルス

感染症対応資金

金融安定化特別保証
（H10.10～H13.3）

2,359
2,543

2,293

1,940

1,656
1,533

1,420
1,313 1,273 1,219

1,792

2,204
2,094

1,880
1,688

1,554
1,391

1,278 1,201 1,173 1,202 1,225

2,865 3,005 3,007 2,919

2,696
2,522

47

70

104

118

101

84

68

49

38 40
48

50

68

88
81

53

37 32 29
24 19

24 25
19

24
35

69
61

（R2.5～R3.5）

245
1,563
661
1,290
546
313
1,349
154
6,120

業　種
金　額

64.7
114.4
54.5
110.4
108.6
133.8
78.5
46.6
88.6

前年比
20,390
57,313
31,259
22,879
23,772
18,871
66,799
10,932
252,216

金　額
96.0
91.3
90.8
92.0
92.3
95.8
96.5
94.0
93.6

前年比
4,063
21,915
5,633
4,267
5,403
9,009
14,598
2,272
67,159

金　額
128.4
104.7
94.5
105.7
122.2
114.9
114.4
153.4
110.8

前年比
製造業
建設業
小売業
飲食業
卸売業
不動産業
サービス業
その他
合　計

保証承諾

建設業
33％

沖縄銀行
33％沖縄海邦
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主な取り組み

■創業支援課の実績
　当協会では創業支援を専門に行う創業支援課を
設置しています。創業支援課が取り扱う創業支援
資金のほか、令和７年度は一部支援対象を拡大し
たことから保証承諾は前年度を大きく上回る実績
となりました。
【実績推移】

 

■創業者向けセミナー
●当協会主催
　「ゼロからでも安心　創業計画書の書き方と実
践セミナー」R7.10.14及びR7.11.4
　県内の創業者・創業準備者を対象に、創業計画
書の作成や事業計画の考え方をテーマとしたセミ
ナーを開催しました。グループワークでは参加者
が簡易創業計画を作成・発表し、参加者同士の意
見交換や交流を通じて、多くの気づきや新たな
ネットワークづくりの機会となりました。

●共催
　関係機関と連携し、創業に関するセミナーや相
談会を開催しました。
・沖縄振興開発金融公庫、沖縄税理士会
「創業支援セミナー」R7.11.5
・なはし創業就職サポートセンター、那覇商工会議所
「お金でつまずかない創業入門」R8.2.6

●外部機関主催のセミナー等への職員派遣
　関係機関が主催する創業支援セミナー等へ講師
として参加し、創業時の資金調達や信用保証制度
について説明を行いました。
・なはし創業就職サポートセンター
「起業・開業に役立つ！トークイベント＆個別相
談会」　R7.7.10
・コザ信用金庫「創業スクール」　R7.9.27
・那覇商工会議所「創業塾」　R7.11.23
・沖縄商工会議所「創業塾」　R7.12.7
・USEN「店舗創業支援セミナー」R8.2.12

●金融機関担当者向け研修会開催R7.8.6
　県内３地銀（琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行）
およびコザ信用金庫の事業性融資担当者を対象に
業務研修会を開催し、47名が参加しました。研修
会では、保証課による「信用保証制度の仕組み」
と「保証申込時の留意点」、経営支援課による「期
中管理・経営支援」、創業支援課による「創業支援
業務」の説明を行い、協会業務等への理解を深め
ていただきました。また、当協会職員と金融機関
担当者、さらには金融機関担当者相互の交流を深
める機会にもなりました。

創業支援の取り組み

　令和７年度においても保証時に経営者保証免除
の取り組みを推進したことにより、経営者保証に
依らない保証承諾の割合は13.5％となり、前年度
（9.3％）から4.2ポイント上昇しました。

●中小企業支援表彰の実施R7.8
　当協会では毎年、信用保証制度を活用した中小
企業支援にご尽力いただいた金融機関営業店を表
彰しています。令和７年度は、前年度の保証承諾
の伸び率、代位弁済率、経営支援および創業支援
の実績等に加え、「経営者保証不要の保証制度の実
績」を新たな選定基準として追加し、21店舗を表
彰しました。

信用保証制度活用推進の取り組み

講義の様子 研修会の様子

導入設備の説明を行う照屋代表

経営者保証に依存しない保証への取り組み

保証承諾件数（法人のみ）
経保不要の保証承諾件数

3500
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2000
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1000

500

0

21

18

15

12

9

6

3

0

（単位：件） （単位：％）

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度

114
297

3.3

9.3

経保不要の割合

3,187
3,459

452

13.5

3,344

443

3,465

保証承諾件数
保証承諾金額700

600
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400

300

200

100

0
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1000

500

0

（単位：件） （単位：百万円）

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度

418 343

2,734

2,243

メタブル合同会社
－先端分析技術で挑む研究開発支援企業－
　沖縄科学技術大学院大学（OIST）発のス
タートアップ企業であるメタブル合同会社
様は、メタボローム解析技術を活用し、生体試
料中に含まれる代謝物の受託分析や共同研
究事業等を手掛ける研究開発支援企業です。
　当協会では、令和５年度の創業時にスター
トアップ創出促進保証制度（通称：SSS制度）
による保証支援を実施しました。その後、
順調な事業拡大に伴い、令和７年度には先
端分析機器の設備導入について、沖縄県融
資制度「雇用創出促進資金」を活用した保証
支援を行いました。今回の設備導入により、
生産性が大幅に向上し、最大分析処理能力
は従来の1,800検体から3,600検体へ倍増
しました。また、標準納期も４週間から２
週間へ短縮され、受託可能件数の大幅な拡
大が図られています。

支援事例
当協会の創業支援を活用した支援事例をご紹介します。

　さらに、同社は沖縄振興特別措置法に基
づく「産業高度化・事業革新措置実施計画」
の認定を受けており、今後も研究開発分野
における成長と地域産業への波及効果が期
待されています。

企業情報

企 業 名：メタブル合同会社
代　　表：照屋 貴之
事業内容：生体試料中のバイオマーカー測定
　　　　　に関する受託分析、共同研究、
　　　　　コンサルティング

【実績推移】
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会議開催
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主な取り組み

■早期の経営支援相談を実施
　早い段階で事業者の実態把握と課題解決に向
けた経営支援に取り組むため、金融機関と連携し
て当協会職員による訪問面談を実施しています。
その他、条件変更による元金据置中の事業者には、
返済開始の約２か月前にダイレクトメールを送
付し、早期の相談ならびに各種支援機関の情報提
供に努めています。

　
■専門家派遣事業
　一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会と連携し、中小企業・小規模事業者の経営課題に対して、中小企
業診断士などの専門家を派遣しています。
　経営診断や経営改善計画策定、フォローアップ診断を通じて、事業者に適切な助言を行っています。

■経営サポート会議
　経営サポート会議は、中小企業の早期の経営改
善や再生等を目的に、信用保証協会が事務局とな
り、中小企業者、金融機関、関係者が一堂に会し、
具体的な支援方法を協議しています。

 
■関係支援機関との連携
●沖縄県よろず支援拠点主催「沖縄県地域支援機関連携フォーラム」へパネリスト参加　令和7年12月5日

■再生支援等への取り組み
　沖縄県中小企業活性化協議会との連携のもと求償権消滅保証を１件実施しました。
※求償権消滅保証とは…信用保証協会による代位弁済後も経営改善に取り組む中小企業者に対し、一定の要
件を満たせば求償権を消滅させる制度で、再挑戦を後押しします。

■おきなわ中小企業経営支援連携会議
　代表者会議を開催（令和7年5月23日）し、６金融機関および11関係機関にご出席いただきました。会議
では「代位弁済が増加傾向にある中での事業者への支援について、さらにコロナ禍の資金繰り支援フェーズ
から事業者の実情に応じた経営改善・事業再生支援フェーズへの転換」について意見交換を行いました。また、
幹事団体の実務担当者が出席する運用会議も２回開催し、連携体制の強化を図りました。

■おきなわ中小企業経営支援連携会議　実務担当者向けの研修会
　当協会が事務局を務める研修会を２回開催し、延べ205名の方にご参加いただきました。
【第１回】　令和7年10月10日
講演内容「業種別支援の着眼点～シン・中小企業
全業種に共通するポイント、宿泊事業、介護事業～」
講師：北門信用金庫  常勤理事  伊藤 貢作 氏

 　 

経営支援の取り組み

経営改善支援

経営改善支援

【実施実績】
専門家派遣事業

【実績推移】
経営支援
における
訪問面談　

研修会の様子（第１回） （第2回）

【第２回】　令和7年10月29日
講演内容「沖縄中小企業支援に活かす！ファミリー
ビジネス・事業承継の実践的支援ノウハウ」
講師：税理士法人新宿総合会計事務所  藤本 江里子 氏
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おきなわ中小企業経営支援連携会議（代表者会議、研修会、経営サポート会議など）
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経営改善支援の概要

【外部専門家等の活用】
●沖縄県中小企業活性化協議会
●沖縄県事業承継・
　引継ぎ支援センター
●沖縄県よろず支援拠点

訪問支援
専門家派遣事業
経営改善計画策定の費用補助

138 145

175

経営診断

経営改善計画策定

フォローアップ診断
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（単位：者）

【実施実績】
求償権消滅保証 件数

金額

令和5年度

1件

5,000万円

令和6年度

1件

8,000万円

令和7年度

1件

8,400万円
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けた経営支援に取り組むため、金融機関と連携し
て当協会職員による訪問面談を実施しています。
その他、条件変更による元金据置中の事業者には、
返済開始の約２か月前にダイレクトメールを送
付し、早期の相談ならびに各種支援機関の情報提
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■専門家派遣事業
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■関係支援機関との連携
●沖縄県よろず支援拠点主催「沖縄県地域支援機関連携フォーラム」へパネリスト参加　令和7年12月5日
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　沖縄県中小企業活性化協議会との連携のもと求償権消滅保証を１件実施しました。
※求償権消滅保証とは…信用保証協会による代位弁済後も経営改善に取り組む中小企業者に対し、一定の要
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　代表者会議を開催（令和7年5月23日）し、６金融機関および11関係機関にご出席いただきました。会議
では「代位弁済が増加傾向にある中での事業者への支援について、さらにコロナ禍の資金繰り支援フェーズ
から事業者の実情に応じた経営改善・事業再生支援フェーズへの転換」について意見交換を行いました。また、
幹事団体の実務担当者が出席する運用会議も２回開催し、連携体制の強化を図りました。

■おきなわ中小企業経営支援連携会議　実務担当者向けの研修会
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経営支援の取り組み

経営改善支援

経営改善支援

【実施実績】
専門家派遣事業

【実績推移】
経営支援
における
訪問面談　

研修会の様子（第１回） （第2回）

【第２回】　令和7年10月29日
講演内容「沖縄中小企業支援に活かす！ファミリー
ビジネス・事業承継の実践的支援ノウハウ」
講師：税理士法人新宿総合会計事務所  藤本 江里子 氏
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主な取り組み

SDGsへの取り組み
　当協会は国連が提唱するSDGs（持続可能な開発目標）の趣旨に賛同することを宣言し、持続可能な社会の実現に向け
て以下の分野に対しSDGsへの取り組みを進めています。

■SDGsの達成に向けた取り組み
〈経済分野〉
①金融機関や関係支
　援機関と連携し、
　中小企業者の金融の円滑化に努めるとともに、県内経
　済の発展へ貢献
②県内経済のセーフティネット機能としての役割を担
　い、自然災害や経済的危機等の発生時において中小企
　業者への事業継続に必要な金融支援に対応
③創業時の創業相談から資金調達支援、創業後のフォロー
　アップを通し、創業者に対する手厚いサポートを行い、
　企業の成長を促進
④おきなわスタートアップ・エコシステム・コンソー
　シアムに加盟し関係機関と連携した、スタートアップの
　促進や課題解決と新事業・新産業創出への取り組み
⑤多様化する中小企業者の課題に対して関係機関と連
　携し、経営改善支援や事業承継支援への取り組みによ
　る企業の持続的な成長の後押し

〈社会分野〉
①創業者や創業予定者を対象
　とした創業セミナー等を通
　して起業意欲の醸成や起業
　に対する不安解消に努め、多様な働き方を促進
②人材育成への取り組みとして、職員を対象とする事業者
　支援能力の向上を始めとする様々な研修への参加を促進
③職員の有休取得の推進による充実したワークライフ
　バランス実現への取り組み
④仕事と子育ての両立を図るべく、職員同士の育児に対す
　る理解を深め、男性も育児に積極参加するための、男性
　職員が育児休暇が取得しやすい環境整備への取り組み

〈環境分野〉
①保証申込手続きの電子化
　や電子保証書の推進、保管
　文書の電子化等によるペーパーレス化を行い環境へ
　の負荷低減に貢献
②通年ノーネクタイや通年かりゆし着用によるクール
　ビズを推奨し、節電による環境への負荷軽減に貢献

保証申込の電子受付の推進
　当協会では、保証申込の電子化を推進しています。本システムにより、従来の保証申込書類の持込みや郵送に比べ、
送付手続きの迅速化やペーパーレス化が図られます。また、保証申込後の状況を連携することで、案件の進捗状況を
把握でき、事業者の資金需要に迅速に対応することが可能となります。
　当協会では引き続き、事業者や金融機関の皆さまの利便性向上に向け、保証申込の電子化導入を推進し、導入後も
サポートを行います。
●保証申込電子化対応の県内金融機関
（システム構築完了順）琉球銀行 コザ信用金庫  
みずほ銀行  鹿児島銀行

保証申込電子化の全体イメージ

金融機関 信用保証協会
電子受付システム

沖縄県
信用保証協会

案件進捗状況

保証申込データ

案件進捗状況

保証申込データ

経済分野

社会分野

環境分野

環境分野

新たな信用保証
制度の創設

創業者向け
セミナーの開催

電子保証書
の推進

保証申込電子化
の推進

ー⇒10億円/年

32人/年
　⇒60人/年

26.9％⇒90％

0.8%⇒50%

保証承諾実績

セミナーの来場者数

信用保証書全体に占める
電子保証書の構成比

保証申込全体に占める
保証申込電子化の構成比

SDGsに取り組む中小企業の成長を後押しするため、
SDGsに関連した新たな信用保証制度を創設する

創業者が自己実現能力を高め、理念を持った
創業を実現できるよう、各種セミナーを開催する

ペーパーレス化と円滑な融資実行に向け
電子保証書を推進する

ペーパーレス化と円滑な融資実行に向け
保証申込電子化を推進する

－
（未整備）

61人/年
（KPI達成度103.6％）

60.1％
（KPI達成度52.6％）

17.2％
（KPI達成度33.3％）

取組概要 今後2年間のKPI 進捗R7.12

■おきなわSDGsプラチナパートナーの認証
　当協会では沖縄県より「おきなわSDGsプラチナパートナー」の認証を受け、
更なるSDGsの推進に取り組んでおります。
 【当協会の認証制度に基づくアクションプランの概要】令和7年1月策定

令和7年度の取り組み状況
●男性の育児休業取得推進：令和7年度 2名取得 ※令和3年度からの取得率86％（取得6名/対象7名）平均育児休業期間4.5カ月
●環境負荷を考慮したノベルティの制作：エコバック（再生PETポリエステル生地を使用）
●ペーパーレス会議の推進及び文書管理システムの導入

事業承継支援の取り組み

　当協会では事業承継における後継者（アトツギ）の取り組みによる事業成長の促進や、後継者支援、親族
内承継・第二創業に向けた機運の醸成を目的に事業承継セミナーを実施しました。
　当協会では関係機関との連携を図りながら、地域の未来を担う後継者（アトツギ）の挑戦を後押しするため、
引き続き事業承継支援に向けて取り組んでまいります。

■事業承継セミナー
●当協会主催「事業承継のホンネ。事業承継後のリアルトーク。」R8.1.30
事業承継の体験談について、「台本なし」のトークセッションを行い、パネリ
ストから本音のお話を頂きました。

　【概要】
　モデレーター：株式会社ビジョンプロジェクト 代表取締役 我那覇 聖 氏
　パネリスト：ゆいまーる沖縄株式会社 代表取締役 鈴木 修司 氏
　　　　　　　有限会社三省電気工事 代表取締役 新城 安樹 氏
　　　　　　　有限会社琉匠 専務取締役 仲村 慎太郎 氏

●「アトツギ事業承継セミナー」及び「アトツギ甲子園決勝大会壮行会」R8.2.25
新潟県より株式会社マスヤ執行役員 兼 マスヤ味方店店長 栗林 礼奈 氏による基調講演のほか、
株式会社okicom  取締役副社長 小渡 晋治 氏、株式会社日本バイオテック 代表取締役 山城 由希 氏と
事業承継に関連したトークセッションを行いました。

　【概要】
　モデレーター：株式会社okicom 取締役副社長 小渡 晋治 氏
　①基調講演
　　～「奇跡の復活」万年赤字スーパーを３年で黒字化～
　　株式会社マスヤ執行役員 兼 マスヤ味方店店長 栗林 礼奈 氏
　②アトツギ甲子園決勝大会壮行会
　　～私の挑戦はパリから！沖縄から届ける美の栄養～
　　株式会社日本バイオテック 外間 椿 氏
　③アトツギクロストーク　栗林氏 × 小渡氏 × 山城氏

トークセッションの様子 基調講演の様子

セミナーチラシ

セミナーチラシ
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金融機関 信用保証協会
電子受付システム

沖縄県
信用保証協会
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保証申込データ

案件進捗状況

保証申込データ
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社会分野

環境分野

環境分野

新たな信用保証
制度の創設

創業者向け
セミナーの開催

電子保証書
の推進

保証申込電子化
の推進

ー⇒10億円/年

32人/年
　⇒60人/年

26.9％⇒90％

0.8%⇒50%

保証承諾実績

セミナーの来場者数

信用保証書全体に占める
電子保証書の構成比

保証申込全体に占める
保証申込電子化の構成比

SDGsに取り組む中小企業の成長を後押しするため、
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電子保証書を推進する

ペーパーレス化と円滑な融資実行に向け
保証申込電子化を推進する

－
（未整備）

61人/年
（KPI達成度103.6％）

60.1％
（KPI達成度52.6％）

17.2％
（KPI達成度33.3％）

取組概要 今後2年間のKPI 進捗R7.12
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内承継・第二創業に向けた機運の醸成を目的に事業承継セミナーを実施しました。
　当協会では関係機関との連携を図りながら、地域の未来を担う後継者（アトツギ）の挑戦を後押しするため、
引き続き事業承継支援に向けて取り組んでまいります。
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ストから本音のお話を頂きました。

　【概要】
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　　　　　　　有限会社三省電気工事 代表取締役 新城 安樹 氏
　　　　　　　有限会社琉匠 専務取締役 仲村 慎太郎 氏

●「アトツギ事業承継セミナー」及び「アトツギ甲子園決勝大会壮行会」R8.2.25
新潟県より株式会社マスヤ執行役員 兼 マスヤ味方店店長 栗林 礼奈 氏による基調講演のほか、
株式会社okicom  取締役副社長 小渡 晋治 氏、株式会社日本バイオテック 代表取締役 山城 由希 氏と
事業承継に関連したトークセッションを行いました。

　【概要】
　モデレーター：株式会社okicom 取締役副社長 小渡 晋治 氏
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　　～私の挑戦はパリから！沖縄から届ける美の栄養～
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　③アトツギクロストーク　栗林氏 × 小渡氏 × 山城氏

トークセッションの様子 基調講演の様子

セミナーチラシ

セミナーチラシ
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中期事業計画／令和 8年度経営計画

　沖縄県信用保証協会は、地域に根差す公的保証・
支援機関として、信用保証を通じた金融の円滑化
に努めるとともに、多様化する中小企業の課題に
対してライフステージに即した支援を行うべく、
「質の良い信用保証の提供」、「お客さまの満足度向
上と保証利用度の拡大」、「経営基盤の充実」、「中
小企業の振興と地域経済の発展への貢献」の主要
施策を掲げ、中小企業の資金繰り改善、経営改善
を伴走支援し、中小企業の持続可能な発展に貢献
すべく以下に掲げる事項を主要項目として取り組
むこととする。

【保証部門】
①新型コロナウイルス感染症や、物価高騰・人手
　不足等により影響を受けた中小企業への経営安
　定に向けた資金繰り支援
②経営者保証に依存しない保証への取り組み
③創業、事業承継等の多様化する中小企業のニー
　ズへの対応
④中小企業への安定的な資金繰り支援に向けた金
　融機関等支援機関との連携強化
⑤業務効率化等による顧客サービスの向上

【期中管理・経営支援部門】
①関係機関と連携した経営支援の推進
②関係機関と連携したモニタリングの推進及び経
　営支援の効果的な実施への取り組み
③関係機関と連携した創業前から創業後まで一貫
　した創業支援体制の充実
④経営支援・創業支援担当者の能力向上

【管理部門】
①効率性を重視した管理・回収
②経営支援、再生支援及び再チャレンジ支援への
　取り組み

【その他間接部門】
①コンプライアンス体制の充実
②反社会的勢力の排除
③危機管理体制の整備
④人材の確保・育成
⑤働き方改革の推進
⑥業務の効率化及び電子化の推進
⑦広報活動の推進

【業務運営方針】
　沖縄県信用保証協会は、地域に根差す公的保証・
支援機関として、 「質の良い信用保証の提供」、「お
客さまの満足度向上と保証利用度の拡大」、「経営
基盤の充実」の3つの主要施策を掲げ、 各ステー
ジの事業者に寄り添ったきめ細やかな資金繰り支
援を実施する。また、多様化する中小企業の経営
課題に対し、関係機関と連携の下、現状及び状況
変化の兆候の早期把握に努め、資金繰り支援にと
どまらず、一歩先を見据えた経営改善・事業再生・
再チャレンジ支援等に取り組む。さらに、地域経
済の活性化に資する取り組みとして、創業期にあ
る事業者を重点支援先と捉え、モニタリングを用
いた早期の支援を行うことにより、 中小企業の振
興と地域経済の活力ある発展に貢献する。

【保証部門】
①事業者に寄り添った資金繰り支援
②金融機関等支援機関との連携強化
③創業前から創業後の一貫した創業支援態勢の
　強化

【期中管理・経営支援部門】
①関係機関との連携
②事業者への主体的な経営支援
③実施した経営支援の効果検証と支援手法等の
　改善
④経営支援担当者の能力向上

中期事業計画（令和6年度～ 8年度）

令和 8年度経営計画

令和8年度事業計画主要数値

項　目

保証承諾

保証債務残高

代位弁済

実際回収

金　額

690億円

2,353億円

55億円

8.4億円

対前年度計画比

115.0％

97.6％

73.3％

105.0％

対前年度実績比

102.7％

93.3％

89.9％

84.2％

【管理部門】
①効率的な求償権の管理・回収
②経営支援・再生支援・再チャレンジ支援等への柔軟な対応

【その他間接部門】
①コンプライアンス態勢の向上、反社会的勢力等の排除
②危機管理体制の整備
③計画的な人材の育成
④働きやすい環境等の整備
⑤DXによる業務の効率化・高度化及びSDGsの取り組みの推進
⑥広報活動の推進

令和８年度経営計画の詳細は

こちらの二次元コードよりご覧いただけます。

（当協会ホームページへリンク）
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こちらの二次元コードよりご覧いただけます。

（当協会ホームページへリンク）
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信用補完制度について

　中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が公的な保証人となり
資金調達をサポートし、企業の育成を金融の側面から支援する制度が信用保証制度です。
　この制度を強固なものとするために信用保険制度があります。信用保険制度は、信用保証協
会が行う信用保証リスクを日本政策金融公庫の再保険によりカバーする制度です。２つの制度
を総称して信用補完制度といいます。

信用保証制度の当事者は、基本的に中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者です。

①中小企業者は、原則として金融機関を経由し信用保証委託申込書による申込をします。
②信用保証協会は、申込のあった中小企業者の保証審査を行います。 
③信用保証協会は、保証審査の結果、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対し信用保証書を発行
　します。
④金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者に融資を行います。このとき、中小企業者には所定の信用保
　証料を金融機関を通じて信用保証協会へお支払いいただきます。
⑤中小企業者は、借入契約に従って金融機関に借入金を返済します。
⑥中小企業者が諸事情によって借入金の全部又は一部の返済ができなくなった場合、金融機関は信用保証協
　会に対して代位弁済の請求を行います。
⑦信用保証協会は、⑥の請求に基づき、中小企業者に代わって借入金の残債務を金融機関に支払います。
⑧信用保証協会は、代位弁済により取得した求償債権を中小企業者に対して請求します。
⑨中小企業者は、信用保証協会に対して求償債務を返済します。
（⑥～⑨は事故の場合）

信用保険制度の当事者は、日本政策金融公庫と信用保証協会の二者です。

❶信用保証協会が中小企業者のために金融機関に対して行う債務の保証について、原則として全て保険関係
　が成立する旨の契約を信用保証協会と日本政策金融公庫の間で締結します。
❷信用保証協会が一定要件を備えた信用保証を行った場合は、❶の契約に基づいて日本政策金融公庫に保証
　通知を行うとともに信用保険料を支払います。
❸信用保証協会が金融機関に対し代位弁済した場合は、この事実を日本政策金融公庫に通知（事故通知）し、
　一定期間経過後、日本政策金融公庫に保険金を請求します。
❹信用保証協会は❸の請求に基づいて日本政策金融公庫から保険の種類ごとに定められた割合による保険金
　を受領します。
❺信用保証協会は、保険金受領後に求償債権を回収した場合、受領割合に応じて日本政策金融公庫に回収金
　を納付します。
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信用補完制度について
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信用保証の利用について

■信用保証料
　信用保証料は、信用保証協会と中小企業者等の
方との信用保証委託契約に基づいて、信用保証協
会の保証をご利用いただく対価としてお支払いい
ただくもので、信用保証協会の運営を支えています。

■信用保証料の支払い方法
●融資実行時に、金融機関を通じて保証料を一括
でお支払いいただきます（条件変更時も含む）。
●条件によっては、事前申出により分割払いも可能です。
●保証期間満了前に完済された場合、所定の計算
方法により一部を返戻します。

■信用保証料率
　信用保証協会では、中小企業の経営状況に応じ
た「９段階の保証料率体系」を採用しています。
責任共有制度の対象となる保証については、借入
額（根保証の場合は借入極度額）に対して「責任
共有保証料率」が適用されます。また、小口零細
企業保証制度等の責任共有制度の対象外となる保
証については、「責任共有対象外」が適用されます。

※特殊保証制度（当座貸越根保証、カードローン等）や
　県・市町村の融資制度については、さらに料率が低
　くなるものがあります。

■保証料率の割引制度について
●会計参与設置会社に対する割引
　会計参与を設置している旨の登記を行った事項
を示す書類の提出を受けた場合は、0.1％の割引
を行います。なお、対象は「会社」に限り、「個人」「医
療法人」等は対象外となります。

■所在地
　沖縄県内に事業所または営業所を有し、原則と
して事業を行う中小企業者が対象です。
●法人：本店または事業所のいずれかが県内にあ
ること。
●個人事業主：住居または事業所のいずれかが県
内にあること。

■企業規模
　中小企業保険法に基づく規模基準に該当する中
小企業者が対象です。
●資本金または従業員のいずれか一方が基準を満
たしていれば利用可能です。

※旅行業は製造業に準じます。

■保証対象業種
●原則、ほとんどの業種が対象ですが、以下の業
種・組織形態は対象外です。
【対象外の例】
農林水産業（一部の保証制度を除く）/一部の遊興
娯楽・金融業/学校法人/宗教法人/非営利法人/
非営利団体（医療法人等およびNPO法人を除く）
●許認可等が必要な事業を営む方は、当該許可等
を受けていることが条件となります。

■反社会的勢力の排除
　暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません。
反社会的勢力との関係遮断への取り組み強化の一
環として、保証利用に際し、提出していただく信
用保証委託契約書に「反社会的勢力排除条項」を
導入しています。

●有担保保証に対する割引
　普通保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、
海外投資関係保険、新事業開拓保険、特定社債保険、
特定支払契約保険および一部の保険特例に係る保
証について、不動産等の担保の提供がある場合は
0.1％の割引を行います。
　なお、経営安定関連特例保険に係る保証（セー
フティネット保証）は有担保の割引はありません。

■信用保証料の計算方法
　（区分５の責任共有保証料率1.15％の場合）
●一括返済条件（確定日保証の場合を除く）の
　計算式
信用保証料＝借入額
　　　　　　×信用保証料率
　　　　　　×保証期間（月）／ 12
（計算例）
借入金額1,000万円
×信用保証料率1.15％
×保証期間（6ヶ月/12ヶ月）＝57,500円

●分割返済条件の計算式
信用保証料＝借入額
　　　　　　×信用保証料率
　　　　　　×分割返済回数別係数
　　　　　　×保証期間（月）／ 12
※分割返済回数別係数は以下となります。

（計算例）
借入金額1,000万円
×信用保証料率1.15％
×分割係数0.55（均等分割係数）
×保証期間（60ヶ月/12ヶ月）＝316,250円

信用保証をご利用いただける方について 信用保証制度の内容と条件 信用保証料について

資本金 従業員業種

３億円以下

３億円以下

１億円以下
5,000万円以下

３億円以下

5,000万円以下
5,000万円以下

－　　　

300人以下

900人以下

100人以下
100人以下

300人以下

200人以下
50人以下
300人以下

製造業
（建設業・運送業含む）

　　ゴム製品製造業
　　（※一部除く）

卸売業
サービス業

　　ソフトウェア業/
　　情報処理サービス業

　　旅館業
小売業・飲食業
医療法人等

■保証の利用限度額

※別枠あり（セーフティネット保証など）。
※沖縄県信用保証協会以外の協会を利用されてい
　る方は、合算となります。

■保証期間
　保証期間の限度は、各制度要綱等に定めのない
場合は、以下のとおりです。
事業資金（借換資金含む）10年

■資金使途
　事業経営に必要な運転資金、設備資金となります。
※生活資金、住宅資金、投機資金は対象外。
※原則として、旧債振替資金は対象外。

■連帯保証人
　必要となる場合があります。ただし、原則とし
て法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

■担保
　必要に応じて、不動産等の物的担保を提供して
いただきます。

　「責任共有制度」には「負担金方式」「部分保証
方式」の２つがあり、各金融機関にていずれかの
方式を選択していただいています。
■「負担金方式」
　融資金額の100％を信用保証協会が保証します
が、金融機関の保証利用実績（代位弁済等実積率）
に応じた一定の負担金を事後で金融機関がお支払
いしていただく方式です。

■「部分保証方式」
　融資金額の80％を信用保証協会が保証する方
式です。
※小口零細企業保証制度等、責任共有対象外とな
る保証制度（100％保証）もあります。詳細につ
いては、信用保証協会へお問い合わせください。

責任共有制度について

個人・法人

組合

2億8,000万円

4億8,000万円

区分
9
8
7
6
5
4
3
2
1

責任共有対象外制度
0.50
0.70
0.90
1.10
1.35
1.60
1.80
2.00
2.20

責任共有保証料率
0.45
0.60
0.80
1.00
1.15
1.35
1.55
1.75
1.90

不均等分割係数

0.77

0.72

0.66

0.61

分割返済回数

25回以上

2回以上

7回以上

13回以上

6回以下

12回以下

24回以下

信用保証料に関する詳細については
信用保証協会窓口へご照会ください。

均等分割係数

0.70

0.65

0.60

0.55 

（単位：％）
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区分
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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1.80
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2.20
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0.77
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0.55 

（単位：％）
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【注】保証債務見返（借方）と保証債務（貸方）、損失補償金見返（借方）と損失補償金（貸方）は、
　　 備忘勘定で借方・貸方同額のため、このグラフからは除いています

貸借対照表の用語解説

借　方 貸　方

現金・預け金
8,246

有価証券
16,519

動産・不動産
231

求償権
1,722

未経過保険料
533

その他
166

その他
194

基本財産
15,270

収支差額
変動準備金
3,145

責任準備金
1,880

求償権償却準備金
375

退職給与引当金
646

未経過保証料
5,909

貸借対照表

科　目

合　計

借　方

（令和8年3月31日現在）

（単位：円）
（単位：百万円）

204,352
204,352

0
8,246,430,639

0
3,787,120,313

0
4,450,000,000

9,310,326
0

16,519,321,865
0

5,729,341,778
10,786,980,087

3,000,000
0
0
0
0
0

231,306,412
207,999,393
23,307,019

0
0

7,431,934,176
252,216,195,593
1,722,096,580

0
698,210,493

761,348
17,560,000
104,932,280
2,685,202
39,749,387

0
532,522,276

287,065,700,110

科　目

合　計

基本財産
　基　金
　基金準備金
制度改革促進基金
収支差額変動準備金
その他有価証券評価差額金
責任準備金
求償権償却準備金
退職給与引当金
損失補償金
保証債務
求償権補塡金
　保険金
　損失補償補塡金
借入金
　長期借入金
　（うち日本政策金融公庫分）
　短期借入金
　（うち日本政策金融公庫分）
　収支差額変動準備金造成資金
雑勘定
　仮受金
　保険納付金
　損失補償納付金
　未経過保証料
　未払保険料
　未払費用
　有価証券未払金

現　金
　現　金
　小切手
預け金
　当座預金
　普通預金
　通知預金
　定期預金
　郵便貯金
金銭信託
有価証券
　国　債
　地方債
　社　債
　株　式
　受益証券
　新株予約権
　ファンド出資
　譲渡性預金
　その他
動産・不動産
　事業用不動産
　事業用動産
　所有動産・不動産
　建設仮勘定
損失補償金見返
保証債務見返
求償権
譲受債権
雑勘定
　仮払金
　保証金
　厚生基金
　連合会勘定
　未収利息
　有価証券未収入金
　未経過保険料

貸　方

15,270,227,179
8,986,758,041
6,283,469,138

0
3,144,872,629

0
1,879,559,701
374,604,184
645,529,526
7,431,934,176

252,216,195,593
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,102,777,122
92,631,526
82,840,170
8,868,545

5,909,192,904
1,455,399
7,788,578

0

287,065,700,110

金　額 金　額

資金運用の安定性・収
益性を考慮し、地方債・
社債等を保有しています。

【有価証券】

株式会社の自己資本に
相当します。地方自治体
や金融機関等から拠出
された「基金」と毎事業
年度決算における収支
差額を繰り入れた累計
の「基金準備金」で構成
されています。

【基本財産】

収支差額に欠損が生じ
た場合に備え、収支差額
の一部（50％が上限と
なる）を「準備金」とし
て基本財産とは別に積
立てます。

【収支差額変動準備金】

受入保証料の内、翌事業
年度以降にかかる保証
料を計上しています。

【未経過保証料】

代位弁済金額から回収
額、日本政策金融公庫か
らの保険金受領額、損失
補償金受領額、自己償却
額を差し引いた額を計
上しています。

【求償権】

当年度中に日本政策金
融公庫に支払った保険
料の内、翌事業年度以降
にかかる部分を計上し
ています。

【未経過保険料】
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【注】保証債務見返（借方）と保証債務（貸方）、損失補償金見返（借方）と損失補償金（貸方）は、
　　 備忘勘定で借方・貸方同額のため、このグラフからは除いています

貸借対照表の用語解説

借　方 貸　方

現金・預け金
8,246

有価証券
16,519

動産・不動産
231

求償権
1,722

未経過保険料
533

その他
166

その他
194

基本財産
15,270

収支差額
変動準備金
3,145

責任準備金
1,880

求償権償却準備金
375

退職給与引当金
646

未経過保証料
5,909

貸借対照表

科　目

合　計

借　方

（令和8年3月31日現在）

（単位：円）
（単位：百万円）

204,352
204,352

0
8,246,430,639

0
3,787,120,313

0
4,450,000,000

9,310,326
0

16,519,321,865
0

5,729,341,778
10,786,980,087

3,000,000
0
0
0
0
0

231,306,412
207,999,393
23,307,019

0
0

7,431,934,176
252,216,195,593
1,722,096,580

0
698,210,493

761,348
17,560,000
104,932,280
2,685,202
39,749,387

0
532,522,276

287,065,700,110

科　目

合　計

基本財産
　基　金
　基金準備金
制度改革促進基金
収支差額変動準備金
その他有価証券評価差額金
責任準備金
求償権償却準備金
退職給与引当金
損失補償金
保証債務
求償権補塡金
　保険金
　損失補償補塡金
借入金
　長期借入金
　（うち日本政策金融公庫分）
　短期借入金
　（うち日本政策金融公庫分）
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金　額 金　額

資金運用の安定性・収
益性を考慮し、地方債・
社債等を保有しています。

【有価証券】

株式会社の自己資本に
相当します。地方自治体
や金融機関等から拠出
された「基金」と毎事業
年度決算における収支
差額を繰り入れた累計
の「基金準備金」で構成
されています。
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収支差額に欠損が生じ
た場合に備え、収支差額
の一部（50％が上限と
なる）を「準備金」とし
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らの保険金受領額、損失
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上しています。

【求償権】

当年度中に日本政策金
融公庫に支払った保険
料の内、翌事業年度以降
にかかる部分を計上し
ています。

【未経過保険料】
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収支計算書 収支計算書の用語解説
（令和7年４月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円） 支　出 収　入

3,319,867,468

2,718,440,963

     9,373,198

     163,060,247

     0

     0

     18,981,243

     6,420,000

     393,253,000

     10,338,817

経常支出

　業務費

　　役職員給与     

　　退職給与引当金繰入     

　　その他の人件費     

　　旅費     

　　事務費     

　　賃借料     

　　動産・不動産償却     

　　信用調査費     

　　債権管理費     

　　指導普及費     

　　負担金     

　借入金利息

　信用保険料

　責任共有負担金納付金

　雑支出

経常収支差額

2,254,681,825

862,717,013

     467,366,181

     58,312,326

     107,082,729

     2,983,886

     137,209,756

     31,409,691

     12,507,677

     3,631,484

     22,294,660

     8,283,603

     11,635,020

     0

     1,225,738,219

     153,555,951

     12,670,642

1,065,185,643

経常外収入

　償却求償権回収金

　責任準備金戻入

　求償権償却準備金戻入

　求償権補塡金戻入

　　保険金

　　損失補償補塡金

　有価証券評価益

　有価証券売却益

　補助金

　その他収入

8,245,748,262

130,811,833

1,934,701,439

415,512,124

5,764,651,659

4,902,153,762

862,497,897

0

0

0

71,207

経常外支出

　求償権償却

　譲受債権償却

　雑勘定償却

　有価証券評価損

　有価証券売却損

　退職金

　責任準備金繰入

　求償権償却準備金繰入

　その他支出

経常外収支差額

　制度改革促進基金取崩額

　収支差額変動準備金取崩額

当期収支差額

　収支差額変動準備金繰入額

　基本財産繰入額

8,463,108,618

6,208,944,727

0

0

0

0

0

1,879,559,701

374,604,184

6

▲217,360,356

0

0

847,825,287

423,800,000

424,025,287

業務費
863

信用保険料
1,226

求償権償却
6,209

保険金償却
4,902

損失補償金償却
862

自己償却
444

責任準備金繰入
1,880

当期収支差額
848

責任準備金戻入
1,935

求償権補填金戻入
5,765

保証料
2,718

預け金利息・配当金等
172

責任共有負担金
393

償却求償権回収金
131

その他
36

求償権償却準備金戻入
416

求償権償却準備金繰入
375

21

（単位：百万円）

保証に際し受領した保証料
の内、当該事業年度分に対
応する保証料を計上してい
ます。

【保証料】

責任共有制度において、負
担金方式を選択している金
融機関が保証利用実績等に
応じて協会に収める負担金
を計上しています。

【責任共有負担金】

代位弁済により日本政策金
融公庫から受領した保険金
と地方公共団体等から受領
した損失補償金を計上して
います。

【求償権補填金戻入】

前年度に積み立てをした準
備金の戻入れです。
（洗替方式）

【責任準備金戻入・
求償権償却準備金戻入】

代位弁済により受領した求
償権補填金（保険金、損失
補償金）及び回収見込みの
ない求償権の償却（自己償
却）を計上しています。

【求償権償却】

日本政策金融公庫へ支払う
当該事業年度分の信用保険
料を計上しています。

【信用保険料】

景気変動等により代位弁済
が想定以上に増加した場合
に備え、保証債務残高に対
して一定割合を積み立てて
います。（洗替方式）

【責任準備金繰入】

協会資産の健全性を保つ観
点から求償権残高に対して
一定割合を積み立てていま
す。（洗替方式）

【求償権償却準備金繰入】

経常収入 3,320経常支出 2,255

経常外支出 8,463

当期収支差額 848

経常外収入8,246

保険金
4,902

損失補償補填金
862

金　額科　目金　額科　目

支出の部 収入の部

経常収入

　保証料

　預け金利息

　有価証券利息配当金

　調査料

　延滞保証料

　損害金

　事務補助金

　責任共有負担金

　雑収入

雑支出
13

責任共有負担金納付金
154

責任共有制度において、金
融機関から受領した負担金
の一定割合を日本政策金融
公庫へ納付しています。

【責任共有負担金納付金】
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収支計算書 収支計算書の用語解説
（令和7年４月1日から令和8年3月31日まで）
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（単位：百万円）

保証に際し受領した保証料
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責任共有制度において、負
担金方式を選択している金
融機関が保証利用実績等に
応じて協会に収める負担金
を計上しています。

【責任共有負担金】

代位弁済により日本政策金
融公庫から受領した保険金
と地方公共団体等から受領
した損失補償金を計上して
います。

【求償権補填金戻入】

前年度に積み立てをした準
備金の戻入れです。
（洗替方式）

【責任準備金戻入・
求償権償却準備金戻入】

代位弁済により受領した求
償権補填金（保険金、損失
補償金）及び回収見込みの
ない求償権の償却（自己償
却）を計上しています。

【求償権償却】

日本政策金融公庫へ支払う
当該事業年度分の信用保険
料を計上しています。

【信用保険料】

景気変動等により代位弁済
が想定以上に増加した場合
に備え、保証債務残高に対
して一定割合を積み立てて
います。（洗替方式）

【責任準備金繰入】

協会資産の健全性を保つ観
点から求償権残高に対して
一定割合を積み立てていま
す。（洗替方式）

【求償権償却準備金繰入】

経常収入 3,320経常支出 2,255

経常外支出 8,463

当期収支差額 848

経常外収入8,246

保険金
4,902

損失補償補填金
862

金　額科　目金　額科　目

支出の部 収入の部

経常収入

　保証料

　預け金利息

　有価証券利息配当金

　調査料

　延滞保証料

　損害金

　事務補助金

　責任共有負担金

　雑収入

雑支出
13

責任共有負担金納付金
154

責任共有制度において、金
融機関から受領した負担金
の一定割合を日本政策金融
公庫へ納付しています。

【責任共有負担金納付金】
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コンプライアンスの基本方針 個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）

　沖縄県信用保証協会は信用保証協会法（昭和28年8
月10日法律第196号）に基づいて設立された法人です。
中小企業等の皆様が金融機関から融資を受ける際、その
債務を保証することを主たる業務としており、信用保証
協会の制度の確立をもって中小企業等の皆様に対する
金融の円滑化を図ることを目的としております。
　業務上、お客様の個人情報を取得・利用等をさせて
いただくことになりますが、お客様の個人情報の取扱い
について以下の方針で取り組み、適正な個人情報の保護
に努めてまいります。

（１）個人情報に関する法令等の遵守
　当協会は個人情報の保護に関する法律（平成15年法
律第57号）などの法令およびガイドライン等を遵守し
て、お客様の個人情報を取り扱います。

（２）個人情報の取得・利用・提供
●当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行のため
にお客様の個人情報を適正に取得し、利用します。なお、
利用目的の詳細につきましては当協会ホームページの
「個人情報保護法に基づく公表事項に関するご案内」の
１．「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公表し
ておりますのでご覧ください。
●取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場
合を除き、上記記載の利用目的以外には使用いたしません。
●取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の
場合を除き、お客様の同意を得ないで第三者には提供・
開示しません。
●お客様の本籍地等の業務上知り得た公表されていな
い情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認めら
れる目的以外の目的には使用いたしません。
●個人信用情報センターから提供を受けた情報であっ
て、お客様の返済能力に関するものをお客様の返済能力
の調査以外の目的には使用いたしません。

（３）個人データの適正管理
　お客様の個人データ（当協会が取得し、又は取得しよ
うとしている個人情報であって、当協会が個人データと
して取り扱うことを予定しているものを含む。以下本
項において同じ）について、組織的・人的・物理的・
技術的安全措置を継続的に見直し、お客様の個人データ
の取扱いが適正に行われるように定期的に点検すると
ともに、個人情報保護への取り組みを見直します。安全
管理措置の主な内容につきましては、当協会ホームペー
ジの「個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案
内」の９．「保有個人データの安全管理措置に関する事
項」に公表しておりますのでご覧ください。

　当協会は、公共的使命と社会的責任を果たすた
め、法令等を厳格に遵守し、誠実かつ公正な事業
活動を推進するコンプライアンスの実践に取り組
んでいます。
　これを実践していくために、「信用保証協会倫理
憲章（平成10年1月26日全国信用保証協会連合
会制定）」の精神に基づき、公的機関として信頼さ
れる事業運営に努めています。
●信用保証協会の公共性と社会的責任
信用保証協会の公共性と社会的責任の重みを常に認
識し、健全な業務運営を通じて信頼の確立を図る。
●質の高い信用保証サービス
経営の効率化に努め、創意工夫を活かし、質の高
い信用保証サービスの提供を通じて、地域経済の
発展に貢献する。
●法令やルールの厳格な遵守
あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規
範にもとることのない誠実かつ公正な事業活動を
遂行する。
●反社会的勢力との対決
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力とは、断固として対決する。
●地域社会に対する貢献
広く住民とのコミュニケーションを図りながら地
域社会への貢献に努める。

　中小企業施策の重要な一翼を担っている当協会
役職員は、更に一層、社会からの揺るぎない信頼
の確立に向け、以下の｢具体的行動規範｣を実践し
ていきます。
１．法令・ルール等の遵守
２．誠実な職務の遂行
３．守秘義務の履行
４．職務上の地位を利用した不適切な関係の回避
５．コンプライアンス関連事項への対応
６．反社会的勢力（不当要求行為）との対決
７．外部からの苦情・トラブルへの対応
８．職場秩序の維持
９．違反行為の報告
10．違反行為に対する懲罰

（４）個人情報保護の維持・改善
　当協会は、お客様の個人情報の取扱いが適正に行われ
るように定期的に点検するとともに、個人情報保護への
取り組みを見直します。

（５）個人データの委託
●当協会は、個人情報保護法第27条第5項第1号の規
定に基づき個人データに関する取扱いを外部に委託す
る場合があります。
●委託する場合には適正な取扱いを確保するため契約
の締結、実施状況の点検などを行います。

（６）保有個人データ等の開示・利用目的の通知
●法令等に定める一定の場合を除き、お客様は、当協会
が保有するお客様ご自身の個人データ等の開示および
その利用目的の通知を求めることができます。
●請求の方法は当協会窓口に備置してある個人情報開
示請求書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認書類を
添付して当協会窓口に持参（または郵送）ください。
●個人データの開示および利用目的の通知につきまし
ては実費相当額をいただきます。

（７）保有個人データの内容の訂正等、利用停止等、
　　 第三者提供の停止
●当協会が保有する個人データについて、内容の訂正・
追加・削除、利用停止、消去または第三者提供の停止の
ご要望がある場合は、下記の窓口にご連絡ください。調
査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、ご対
応いたします。
●（６）（７）の具体的な手続につきましては当協会ホー
ムページの「個人情報保護法に基づく公表事項等に関す
るご案内」の８．（３）「開示等の請求等に応じる手続等
に関する事項」をご覧ください。

（８）質問・苦情について
　当協会は、お客様からの個人情報に関する質問・苦
情について適切かつ迅速に取り組みます。

（９）開示・利用目的の通知・内容の訂正等・利用停止等・
　　第三者提供の停止・安全管理措置・相談・質問・
　　苦情窓口
　当協会における個人情報等に関する各種のお問い合
わせの窓口は以下のとおりです。
●住所　　　沖縄県那覇市前島3丁目1番20号
●電話番号　（098）863-5302
●部署名　　総務部総務課

コンプライアンス基本方針（倫理憲章）

具体的行動規範

　当協会では、コンプライアンス組織体制図で示
すとおり、「コンプライアンス統括部署」を中心に、
組織全体でコンプライアンスの推進と定着を図っ
ています。

コンプライアンス組織体制図

監事

監査室

理事会 弁護士

コンプライアンス検討会議

部長会議

コンプライアンス統括部署

コンプライアンス担当者

職員等

調査・チェック

指示

公益通報者保護規定（通報等）

報告・連絡・相談



22 23

コンプライアンスの基本方針 個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）

　沖縄県信用保証協会は信用保証協会法（昭和28年8
月10日法律第196号）に基づいて設立された法人です。
中小企業等の皆様が金融機関から融資を受ける際、その
債務を保証することを主たる業務としており、信用保証
協会の制度の確立をもって中小企業等の皆様に対する
金融の円滑化を図ることを目的としております。
　業務上、お客様の個人情報を取得・利用等をさせて
いただくことになりますが、お客様の個人情報の取扱い
について以下の方針で取り組み、適正な個人情報の保護
に努めてまいります。

（１）個人情報に関する法令等の遵守
　当協会は個人情報の保護に関する法律（平成15年法
律第57号）などの法令およびガイドライン等を遵守し
て、お客様の個人情報を取り扱います。

（２）個人情報の取得・利用・提供
●当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行のため
にお客様の個人情報を適正に取得し、利用します。なお、
利用目的の詳細につきましては当協会ホームページの
「個人情報保護法に基づく公表事項に関するご案内」の
１．「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公表し
ておりますのでご覧ください。
●取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場
合を除き、上記記載の利用目的以外には使用いたしません。
●取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の
場合を除き、お客様の同意を得ないで第三者には提供・
開示しません。
●お客様の本籍地等の業務上知り得た公表されていな
い情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認めら
れる目的以外の目的には使用いたしません。
●個人信用情報センターから提供を受けた情報であっ
て、お客様の返済能力に関するものをお客様の返済能力
の調査以外の目的には使用いたしません。

（３）個人データの適正管理
　お客様の個人データ（当協会が取得し、又は取得しよ
うとしている個人情報であって、当協会が個人データと
して取り扱うことを予定しているものを含む。以下本
項において同じ）について、組織的・人的・物理的・
技術的安全措置を継続的に見直し、お客様の個人データ
の取扱いが適正に行われるように定期的に点検すると
ともに、個人情報保護への取り組みを見直します。安全
管理措置の主な内容につきましては、当協会ホームペー
ジの「個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案
内」の９．「保有個人データの安全管理措置に関する事
項」に公表しておりますのでご覧ください。

　当協会は、公共的使命と社会的責任を果たすた
め、法令等を厳格に遵守し、誠実かつ公正な事業
活動を推進するコンプライアンスの実践に取り組
んでいます。
　これを実践していくために、「信用保証協会倫理
憲章（平成10年1月26日全国信用保証協会連合
会制定）」の精神に基づき、公的機関として信頼さ
れる事業運営に努めています。
●信用保証協会の公共性と社会的責任
信用保証協会の公共性と社会的責任の重みを常に認
識し、健全な業務運営を通じて信頼の確立を図る。
●質の高い信用保証サービス
経営の効率化に努め、創意工夫を活かし、質の高
い信用保証サービスの提供を通じて、地域経済の
発展に貢献する。
●法令やルールの厳格な遵守
あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規
範にもとることのない誠実かつ公正な事業活動を
遂行する。
●反社会的勢力との対決
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力とは、断固として対決する。
●地域社会に対する貢献
広く住民とのコミュニケーションを図りながら地
域社会への貢献に努める。

　中小企業施策の重要な一翼を担っている当協会
役職員は、更に一層、社会からの揺るぎない信頼
の確立に向け、以下の｢具体的行動規範｣を実践し
ていきます。
１．法令・ルール等の遵守
２．誠実な職務の遂行
３．守秘義務の履行
４．職務上の地位を利用した不適切な関係の回避
５．コンプライアンス関連事項への対応
６．反社会的勢力（不当要求行為）との対決
７．外部からの苦情・トラブルへの対応
８．職場秩序の維持
９．違反行為の報告
10．違反行為に対する懲罰

（４）個人情報保護の維持・改善
　当協会は、お客様の個人情報の取扱いが適正に行われ
るように定期的に点検するとともに、個人情報保護への
取り組みを見直します。

（５）個人データの委託
●当協会は、個人情報保護法第27条第5項第1号の規
定に基づき個人データに関する取扱いを外部に委託す
る場合があります。
●委託する場合には適正な取扱いを確保するため契約
の締結、実施状況の点検などを行います。

（６）保有個人データ等の開示・利用目的の通知
●法令等に定める一定の場合を除き、お客様は、当協会
が保有するお客様ご自身の個人データ等の開示および
その利用目的の通知を求めることができます。
●請求の方法は当協会窓口に備置してある個人情報開
示請求書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認書類を
添付して当協会窓口に持参（または郵送）ください。
●個人データの開示および利用目的の通知につきまし
ては実費相当額をいただきます。

（７）保有個人データの内容の訂正等、利用停止等、
　　 第三者提供の停止
●当協会が保有する個人データについて、内容の訂正・
追加・削除、利用停止、消去または第三者提供の停止の
ご要望がある場合は、下記の窓口にご連絡ください。調
査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、ご対
応いたします。
●（６）（７）の具体的な手続につきましては当協会ホー
ムページの「個人情報保護法に基づく公表事項等に関す
るご案内」の８．（３）「開示等の請求等に応じる手続等
に関する事項」をご覧ください。

（８）質問・苦情について
　当協会は、お客様からの個人情報に関する質問・苦
情について適切かつ迅速に取り組みます。

（９）開示・利用目的の通知・内容の訂正等・利用停止等・
　　第三者提供の停止・安全管理措置・相談・質問・
　　苦情窓口
　当協会における個人情報等に関する各種のお問い合
わせの窓口は以下のとおりです。
●住所　　　沖縄県那覇市前島3丁目1番20号
●電話番号　（098）863-5302
●部署名　　総務部総務課

コンプライアンス基本方針（倫理憲章）

具体的行動規範

　当協会では、コンプライアンス組織体制図で示
すとおり、「コンプライアンス統括部署」を中心に、
組織全体でコンプライアンスの推進と定着を図っ
ています。

コンプライアンス組織体制図

監事

監査室

理事会 弁護士

コンプライアンス検討会議

部長会議

コンプライアンス統括部署

コンプライアンス担当者

職員等

調査・チェック

指示

公益通報者保護規定（通報等）

報告・連絡・相談
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組織機構図 事業所及び窓口のご案内

所在地

総務部

業務部

経営支援部

管理部

〒900-0016　那覇市前島３丁目１番２０号

総務課　　　☎ 098-863-5302　FAX. 098-863-6805
企画情報課　☎ 098-863-5077　FAX. 098-863-6809
システム室　☎ 098-863-5077　FAX. 098-863-6809

保証第一課　☎ 098-863-5300　FAX. 098-868-7320
（担当地域）那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、宮古島市、石垣市、
　　　　　島尻郡（伊是名村、伊平屋村を除く）、宮古郡、八重山郡、県外

保証第二課　☎ 098-863-5300　FAX. 098-868-7320
（担当地域）浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、名護市、中頭郡、
　　　　　国頭郡、島尻郡（伊是名村、伊平屋のみ）

創業支援課　☎ 098-863-5303　FAX. 098-868-7320
保証事務課　☎ 098-863-5076　FAX. 098-863-5308

経営支援課　☎ 098-863-5310　FAX. 098-863-5316

代位弁済課　☎ 098-863-5301　FAX. 098-863-5307
管理課　　　☎ 098-863-5301　FAX. 098-863-5307

事業所所在地

（令和8年４月１日現在）

内部監査業務

総務、経理、人事、労務管理、
研修、資金運用

電算処理、
システム開発・運用・管理

企画、主務省への申請・届出等、
事業計画、予算決算、
保証制度の制定・改廃、統計、広報

金融・経営相談、保証審査

金融・経営相談、保証審査、
保証業務に関する統括業務

創業支援に関する金融・経営相談、
保証審査、創業後のモニタリング

保証・条件変更申込受付、
保証料事務、保証書発行、
貸付実行完済処理、
団体信用生命保険事務

経営支援・再生支援等に関する
金融・経営相談、保証審査、
保証後のモニタリング、
条件変更、事故報告に関する業務

代位弁済事務、信用保険業務、
損失補償金等請求及び受領、
責任共有負担金受領等

求償権の保全・回収、
法的措置等に関する業務

監査室

総務課

企画情報課

システム室

保証第一課

保証第二課

創業支援課

保証事務課

経営支援課

代位弁済課

総務部

会　　長

専務理事

常務理事

常勤監事

理事会

監事会

管理課

業務部

経営支援部

管理部

主な業務
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組織機構図 事業所及び窓口のご案内

所在地

総務部

業務部

経営支援部

管理部

〒900-0016　那覇市前島３丁目１番２０号

総務課　　　☎ 098-863-5302　FAX. 098-863-6805
企画情報課　☎ 098-863-5077　FAX. 098-863-6809
システム室　☎ 098-863-5077　FAX. 098-863-6809

保証第一課　☎ 098-863-5300　FAX. 098-868-7320
（担当地域）那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、宮古島市、石垣市、
　　　　　島尻郡（伊是名村、伊平屋村を除く）、宮古郡、八重山郡、県外

保証第二課　☎ 098-863-5300　FAX. 098-868-7320
（担当地域）浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、名護市、中頭郡、
　　　　　国頭郡、島尻郡（伊是名村、伊平屋のみ）

創業支援課　☎ 098-863-5303　FAX. 098-868-7320
保証事務課　☎ 098-863-5076　FAX. 098-863-5308

経営支援課　☎ 098-863-5310　FAX. 098-863-5316

代位弁済課　☎ 098-863-5301　FAX. 098-863-5307
管理課　　　☎ 098-863-5301　FAX. 098-863-5307

事業所所在地

（令和8年４月１日現在）

内部監査業務

総務、経理、人事、労務管理、
研修、資金運用

電算処理、
システム開発・運用・管理

企画、主務省への申請・届出等、
事業計画、予算決算、
保証制度の制定・改廃、統計、広報

金融・経営相談、保証審査

金融・経営相談、保証審査、
保証業務に関する統括業務

創業支援に関する金融・経営相談、
保証審査、創業後のモニタリング

保証・条件変更申込受付、
保証料事務、保証書発行、
貸付実行完済処理、
団体信用生命保険事務

経営支援・再生支援等に関する
金融・経営相談、保証審査、
保証後のモニタリング、
条件変更、事故報告に関する業務

代位弁済事務、信用保険業務、
損失補償金等請求及び受領、
責任共有負担金受領等

求償権の保全・回収、
法的措置等に関する業務

監査室

総務課

企画情報課

システム室

保証第一課

保証第二課

創業支援課

保証事務課

経営支援課

代位弁済課

総務部

会　　長

専務理事

常務理事

常勤監事

理事会

監事会
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業務部

経営支援部

管理部
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2026年7月
沖縄県信用保証協会　総務部　企画情報課
〒900-0016　沖縄県那覇市前島三丁目1番20号
098-863-5077
https://www.okinawa-cgc.or.jp/

沖縄の明日を支える皆さまと共に
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